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高齢者世代は… 
・高い保険料を払うだけで、サービスは使えない           

・使いたいサービスを、使いたい時に使えない  

若い世代は… 
・保険料の負担増 

・家族の介護等のために、仕事を続けられない 

 

第 1章 生活支援体制整備事業の概要 

（1）事業の背景～どうして「生活支援体制整備事業」がうまれたのか！～ 

●少子高齢化により社会保障財政を支える仕組みに危険信号 

皆さんもご存じの通り、少子高齢化が進み高齢者を支える若者の負担が増加。 

以前は、一人の高齢者を複数で支えていましたが、30～40 年後には一人で一人を支える時代が来ると言わ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●お金もかかるし、人手がない 

病気になって身体が不自由になっても、介護保険のサービスを使えば大丈夫！と安心している方も多いが、高

齢化の進展とともに介護を必要とする人が増え、財源の不足や人材不足によってどの世代にとってもよくない

事態が起きてしまう！ 

                 

 

           

 

 

2015年（平成 27年）に介護保険法改正で創設されたのが「生活支援体制整備事業」 

年をとっても誰もが安心して地域で暮らし続けられるよう 

「支えあいの地域づくり」 を行うもの 

 

 

 

地域に「顔見知り」を増やし、 

「お互い様」の気持ちを持ち合うことの再構築が必要！ 
ちょっとした困りごとは地域の中で協力して解決できることが求められている。 

 （例） ・足の悪い方のゴミ出しをご近所で協力し合う。  

・定期的なラジオ体操で健康づくりと元気に過ごせていることを確認！ 

・みんなが通える集いの場を作りおしゃべりなどの交流の機会を持つ等 

このような繋がりは、困ったことが起きたり、災害等の時にも心強い！ 

1965年（昭和 40年） 

神輿型（9.1人で支える） 

2012年（平成 24年） 

騎馬戦型（2.4人で支える） 

2050年（令和 32年） 

肩車型（1.5人で支えられる？） 
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（2）事業の目的と概要 

 

この事業は、「高齢者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態となることの予防又

は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備、その他のこれらを促進する」こと（介

護保険法第 115条の 45 第 2貢第 5号）とされているが、地域に向けて説明する際には、よりわか

りやすく、身近に感じてもらえるよう、「年をとっても、誰もが安心して地域で暮らし続けられるよう、

『支えあいの地域づくり』を行う」こととしている。 

 

また、推進したい取り組みの具体例として、「通いの場」「話しあいの場（協議体）」「見守り・声かけ」

「生活支援活動」の４つを例示し、これらの活動を新たに創出したり、既にある活動が広がったりする

ことで、地域の中での支えあいを進めていくことを目的としている。 
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第２章 つくば市生活支援体制整備事業のこれまでの取り組み・沿革 
 

（１）つくば市生活支援体制整備事業のこれまでの取り組み・沿革（令和２年度～） 

 つくば市においては、平成２９年度より生活支援体制整備事業が開始され、令和２年１月より、第２層圏域をつ

くば市社会福祉協議会が事業を受託し、事業への取り組みを開始した。第２層圏域（日常生活圏域）を大穂・豊

里・谷田部西・谷田部東・桜・筑波・茎崎の７つの圏域に分け、それぞれの協議体を設置し事業を推進している。 

 

（２）第２層協議体について 

 つくば市では、本事業を進めていくための体制として、以下の考え方を用いている。 

 

まず【第 1層協議体】とされるのが、【市全域】の支えあいについて、話しあいを行い、方向性を検討する場で

ある。また、第 2層の各圏域や、地域から上がってきた課題についての協議も行う。 

 

次に【第 2層協議体】とされるのが、【日常生活圏域：7圏域】をベースに、それぞれの圏域の支えあいについ

て考える場である。圏域内の課題について話しあい、それを解決するための方策を考えたり、地域の中で行わ

れている取り組みの事例を共有し、地域を超えて支えあいの取り組みが広がっていくことを目指す。この中で

課題解決が難しい場合は第１層に問題提起し、解決に向けて話し合えるような体制を取っている。つくば市の

第２層協議体は合併前の旧町村単位をベースとしているため、圏域によって地域性は様々である。その地域に

合った形で支えあいの取り組みが進むよう、協議体も圏域によってやり方を変えている。 

 

そして【小地域】とされているのは、小学校区単位、区会単位等の、より住民にとって身近な範囲であり、明確

な位置づけはされていないが、【第３層】的なイメージとなり、住民が主体となって地域活動が行われている範

囲であり、「生活支援コーディネーター」（※第 3章にて説明）はそれらの活動の伴走型の支援を行っている。 

 

 

  

第１層協議体（つくば市 域）
【行 ・  ・社協・民 協・   ・介護事業者・  会・社福法人・区会 合会・協 組合・市  ・法 事務所等 】

 地域づくりの  を   る 地域で   で ない  に し   を ることの協議
     との    生活支援         の  

 地域（概     ・  会・  会の  ）における  

    （  の 見  ）       けた   体の活動

（これまでの 地域活動を  して）第２層協議体による  かけ

 地域      会議・    会の   

  の 見     の  

      けた   体の活動（生活支援）
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おわりに 

 

地域福祉アドバイザー 

田園調布学園大学  和 秀俊 

 

 現在の日本の社会保障制度は一人で一人を支えるという肩車型であるため支え手の負担が非常に大

きくなっており、制度だけで対応することが困難になってきております。そこで、誰もが安心して安全に暮

すことができる地域共生社会を実現するために、介護保険法や社会福祉法などの法制度を改正し、地域

の基盤づくりとして生活支援体制整備事業が創設されました。今まで社会福祉協議会が地域住民と一緒

に取り組んできた地域づくりが、日本の社会保障制度の重要な課題として位置づけられ、生活支援体制

整備事業の生活支援コーディネーター（以下、SC）は、地域の基盤づくりの専門職としての役割を期待さ

れております。 

令和 4 年度から地域福祉アドバイザーとして、主に生活支援体制整備事業の SC と一緒に、つくば市

の地域福祉に取り組んで参りました。地域福祉とは、地域の福祉課題を地域で一緒に解決する仕組みで

あり、社会福祉協議会は重要な担い手です。各圏域の SC がつくば市 7 圏域の地域性や地域住民の特

性、歴史、文化などの違いに戸惑いながらも、それぞれの地域に丁寧に寄り添い地域住民と共創してい

る取り組みは、まさしく地域福祉そのものであると思います。本報告書にも図式化して掲載しておりますが、

各圏域の SCがそれぞれの地域の住民に寄り添い、ニーズを丁寧に把握し、仕掛け、地域住民の協議す

る場をつくり、多職種・多機関と連携しながら地域住民と伴走して取り組んでおりました。これこそが、各圏

域の SCが専門性を発揮し、生活支援体制整備事業において期待される役割を十分に果たした成果であ

ると思われます。 

以上のように、SC は各圏域における住民主体の地域づくりにおいて不可欠な存在でありますが、本事

業における様々な課題にも真摯に向き合い、地域住民に寄り添い続け、いかにして住民主体の取り組み

を進めることができるかについて日々模索しております。そこで、地域福祉アドバイザーとして、SCの抱え

ている課題や悩みに寄り添い、専門職としてのさらなるスキルアップや各圏域の SC 全員でチームとして

取り組むことができるように今年度も一緒に歩んで参りました。これらの成果が、今後のつくば市の生活

支援体制整備事業に生かされ、より一層住民主体の取り組みが充実することを期待しております。 

2 年間、地域福祉アドバイザーとして SC と一緒につくば市の地域福祉に取り組ませて頂き、多くの成

果とともに幾つかの課題も見えて参りました。今後も、SC に寄り添いながら、これらの課題に一緒に取り

組んでいきたいと思います。つくば市の地域共生社会の実現に向けて、引き続き、つくば市社会福祉協

議会とともに生活支援体制整備事業および SCのご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

令和 6年 3月吉日 
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